
第 号議案

神戸アートビレッジセンター条例の一部を改正する条例の件 

神戸アートビレッジセンター条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和４年６月13日提出

神戸市長 久   元   喜   造

神戸アートビレッジセンター条例の一部を改正する条例 

神戸アートビレッジセンター条例（平成８年４月条例第14号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

新開地アートひろば条例

（設置） 

第１条  市民を取り巻く芸術その他の

文化の発展を図るとともに、地域の

振興に寄与するため、子どもをはじ

めとするあらゆる世代の人々の交流

による芸術その他の文化の創造、育

成及び情報発信の拠点として新開地

アートひろば（以下「ひろば」とい

う。）を設置する。

（位置） 

神戸アートビレッジセンター条

例

（設置） 

第１条  市民を取り巻く芸術その他の

文化の発展を図るとともに、地域の

振興に寄与するため、芸術その他の

文化の創造、育成及び情報発信の拠

点として神戸アートビレッジセンタ

ー（以下「センター」という。）を

設置する。 

（位置）

39
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第２条  ひろばの位置は、次のとおり

とする。 

神戸市兵庫区新開地５丁目３番 14

 号  

 （事業） 

第３条  ひろばにおいては、第１条の

目的を達成するため、次に掲げる事

業を行う。 

(1)～ (3) ［略］ 

（施設） 

第４条  ひろばに次に掲げる施設を置

く。 

 (1) ［略］ 

  

 (2) 多目的稽古場 

(3)～ (7) ［略］ 

（使用の許可） 

第５条  施設（前条第７号の施設を除

く。第８条において同じ。）又はその

附属設備（以下「施設等」という。）

を使用しようとする者は、ひろばの

管理について地方自治法（昭和 22年

法律第67号）第 244条の２第３項の規

定 に よ る 市 長 の 指 定 を 受 け た も の

（以下「指定管理者」という。）の許

可を受けなければならない。 

 

２  指定管理者は、前項の許可にひろ

ばの管理運営上必要な条件を付し、

第２条  センターの位置は、次のとお

りとする。 

  神戸市兵庫区新開地５丁目３番 14

 号  

 （事業） 

第３条  センターにおいては、第１条

の目的を達成するため、次に掲げる

事業を行う。 

(1)～ (3) ［略］ 

（施設） 

第４条  センターに次に掲げる施設を

置く。 

 (1) ［略］ 

 (2) 視聴覚ホール 

 (3) 多目的稽
けい

古場 

 (4)～ (8) ［略］ 

（使用の許可） 

第５条  施設（前条第８号の施設を除

く。第８条において同じ。）又はその

附属設備（以下「施設等」という。）

を使用しようとする者は、規則で定

めるところにより、センターの管理

について地方自治法（昭和 22年法律

第 67号）第244条の２第３項の規定に

よる市長の指定を受けたもの（以下

「指定管理者」という。）の許可を受

けなければならない。 

２  指定管理者は、前項の許可にセン

タ ー の 管 理 運 営 上 必 要 な 条 件 を 付
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又はこれを変更することができる。 

  

（許可の基準） 

第７条  指定管理者は、次の各号のい

ずれかに該当するときは、第５条第

１項の許可をしてはならない。 

 (1) ［略］ 

 (2) 施設等を汚損し、損傷し、又は

滅失させるおそれがあると認めら

れるとき。 

 (3) ［略］ 

２  指定管理者は、次の各号のいずれ

かに該当するときは、第５条第１項

の許可をしないことができる。 

 (1) ひろばの管理運営上支障がある

と認められるとき。 

 (2) ［略］ 

（利用料金） 

第９条 指定管理者にひろばの利用に 

係る料金（以下「利用料金」という。） 

を指定管理者の収入として収受させ 

る。 

２～５ ［略］ 

 （許可の取消し等） 

第 12条  ［略］ 

２  指定管理者は、次の各号のいずれ 

かに該当するときは、使用者に対し 

前項に規定する処分をすることがで 

きる。 

し、又はこれを変更することができ

る。 

 （許可の基準） 

第７条  指定管理者は、次の各号のい

ずれかに該当するときは、第５条第

１項の許可をしてはならない。 

 (1) ［略］ 

 ( 2 )  施 設 又 は そ の 附 属 設 備 を 汚 損

し、損傷し、又は滅失させるおそ

れがあると認められるとき。 

 (3) ［略］ 

２  指定管理者は、次の各号のいずれ

かに該当するときは、第５条第１項

の許可をしないことができる。 

 (1) センターの管理運営上支障があ

ると認められるとき。 

 (2) ［略］ 

（利用料金） 

第９条  指定管理者にセンターの利用

に係る料金（以下「利用料金」とい

う。）を指定管理者の収入として収受

させる。 

２～５ ［略］  

 （許可の取消し等） 

第 12条  ［略］  

２  指定管理者は、次の各号のいずれ 

かに該当するときは、使用者に対し 

前項に規定する処分をすることがで 

きる。 
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 (1) ひろばの管理運営上やむを得な

い必要が生じたとき。 

 (2) ［略］ 

 （入館の制限等） 

第 13条  指定管理者は、次の各号のい 

ずれかに該当する者に対しては、ひ 

ろばへの入館を拒絶し、又はひろば 

からの退館を命ずることができる。 

 

(1)～ (3) ［略］ 

(4) 施設等を汚損し、損傷し、又は

滅失させるおそれがある者 

 

(5) ［略］ 

（行為の禁止） 

第 14条  何人もひろば内において、ひ 

ろばの管理上支障がある行為で規則 

で定めるものをしてはならない。 

 

（立入り等） 

第 15条  指定管理者は、ひろばの管理 

上必要があると認めるときは、使用 

を許可した場所に立ち入り、関係者 

に質問し、又は必要な指示をするこ 

とができる。 

（損害の賠償等） 

第 17条  ひろば内において、施設等を 

汚損し、損傷し、又は滅失させた者 

は、これを原状に回復し、又はその 

 (1) センターの管理運営上やむを得

ない必要が生じたとき。 

 (2) ［略］ 

 （入館の制限等） 

第 13条  指定管理者は、次の各号のい

ずれかに該当する者に対しては、セ

ンターへの入館を拒絶し、又はセン

ターからの退館を命ずることができ

る。 

(1)～ (3) ［略］ 

( 4 )  施 設 又 は そ の 附 属 設 備 を 汚 損

し、損傷し、又は滅失させるおそ

れがある者 

(5) ［略］ 

（行為の禁止） 

第 14条  何人もセンター内において、 

センターの管理上支障がある行為で 

規 則 で 定 め る も の を し て は な ら な

い。 

（立入り等） 

第 15条  指定管理者は、センターの管 

理上必要があると認めるときは、使 

用を許可した場所に立ち入り、関係 

者に質問し、又は必要な指示をする 

ことができる。 

（損害の賠償等） 

第 17条  センター内において、施設又 

はその附属設備を汚損し、損傷し、 

又は滅失させた者は、これを原状に 
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損害を賠償しなければならない。 

 

（指定管理者の指定等） 

第 18条  市長は、次に掲げるひろばの 

管理に関する業務を指定管理者に行 

わせるものとする。 

(1) ［略］ 

(2) ひろばの利用及びその制限に関 

する業務  

 (3) ひろばの維持管理に関する業務 

 

 (4) ［略］ 

２  ［略］ 

（施行細目の委任） 

第 19条  ひろばの使用時間及び休館日

その他この条例の施行に関し必要な

事項は、規則で定める。 

附  則  

１  ［略］ 

（指定管理者不在等期間におけるひ

ろばの管理に関する業務） 

２  市長が指定管理者の指定を取り消

し 、指定 管理者 が解 散し、 その他 指

定 管理者 がいな くな った場 合又は 市

長 が指定 管理者 の業 務の停 止を命 じ

た 場合は 、その 時（ 以下「 指定管 理

者不在等開始時」という。）からその

直 後に指 定管理 者を 指定し 、又は 当

該 停止の 期間が 終了 する時 までの 間

回復し、又はその損害を賠償しなけ 

ればならない。 

（指定管理者の指定等） 

第 18条  市長は、次に掲げるセンター 

の管理に関する業務を指定管理者に 

行わせるものとする。 

(1) ［略］ 

(2) センターの利用及びその制限 

に関する業務 

 (3) センターの維持管理に関する 

業務 

 (4) ［略］ 

２  ［略］ 

（施行細目の委任） 

第 19条  センターの使用時間及び休館

日その他この条例の施行に関し必要

な事項は、規則で定める。 

   附  則  

１  ［略］ 

（指定管理者不在等期間におけるセ 

ンターの管理に関する業務） 

２  市長が指定管理者の指定を取り消

し 、指定管 理者が解 散し、そ の他 指

定 管理者が いなくな った場合 又は 市

長 が指定管 理者の業 務の停止 を命 じ

た 場合は、 その時（ 以下「指 定管 理

者不在等開始時」という。）からその

直 後に指定 管理者を 指定し、 又は 当

該 停止の期 間が終了 する時ま での 間
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（ 以下「 指定管 理者 不在等 期間」 と

いう。）における第５条第１項及び第

２ 項、第 ６条、 第７ 条第１ 項及び 第

２ 項、第 ８条、 第 10条第 １項、第 12

条 第１項 及び第 ２項 、第 13条、第 15

条 並びに 第 16条 第２ 項の規 定の適 用

に ついて は、第 ５条 第１項 中「ひ ろ

ば の管理 につい て地 方自治 法（昭 和

22年法律第67号）第 244条の２第３項

の 規定に よる市 長の 指定を 受けた も

の（以 下「指定管理者」 という。）」

と あるの は「市 長」 と、第 ５条第 ２

項 、第６ 条、第 ７条 第１項 及び第 ２

項 、第８ 条、第 10条 第１項 、第 12条

第 １項及 び第２ 項、 第 13条 、第 15条

並びに第16条第２項中「指定管理者」

とあるのは「市長」とする。 

３、４ ［略］ 

（ 以下「指 定管理者 不在等期 間」 と

いう。）における第５条第１項及び第

２ 項、第６ 条、第７ 条第１項 及び 第

２ 項、第８ 条、第 10条第１ 項、第 12

条 第１項及 び第２項 、第 13条 、第 15

条 並びに第 16条第２ 項の規定 の適 用

に ついては 、第５条 第１項中 「セ ン

タ ーの管理 について 地方自治 法（ 昭

和22年法律第 67号）第 244条の２第３

項 の規定に よる市長 の指定を 受け た

もの（以下「指定管理者」という。）」

と あるのは 「市長」 と、第５ 条第 ２

項 、第６条 、第７条 第１項及 び第 ２

項 、第８条 、第 10条 第１項、 第 12条

第 １項及び 第２項、 第 13条、 第 15条

並びに第16条第２項中「指定管理者」

とあるのは「市長」とする。 

３、４ ［略］  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び 

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正 

部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
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改正 後  改正 前  

別表 （第 ９条 関係）  

(1) 多 機能 ホー ル、 多目 的稽 古場 、ス タジオ、工房、ギャラ リー 及び 会議 室の 利用  

料金  

施設の名称  利用 料金  

使用

時間

午前  

（午前

10時か

ら午後

０時 30

分まで） 

午後  

（午前１

時 30分か

ら午後５

時まで）  

夜間  

（午後

６時か

ら午後

10時ま

で）  

午前・午後

（午前 10

時から午

後５時ま

で）  

午後・夜 間

（午 後１

時 30分か

ら午 後 10

時ま で）  

終日  

（午前 10

時から午

後 10時ま

で）  
使用  

区分  

多機能ホー

ル  

［略 ］  ［略］  ［略］  ［略 ］  ［略］  ［略 ］  ［略］  

多目  

的稽  

古場  

［略］  ［略］  ［略］  ［略 ］  ［略］  ［略 ］  ［略］  

［略］   ［略］  ［略］  ［略 ］  ［略］  ［略 ］  ［略］  

工房  １人 につ き  900円  1,300円 1,400円 2,000円 2,400円 3,100円

ギャ ラリ

ー   

１日につき 4,500円  

［略］   ［略］  ［略 ］  ［略］  ［略］  ［略 ］  ［略］  

備考  

１  使用者が多機能 ホー ル、多目的稽古 場、 スタ ジオ 、工 房、ギャラリー又は  

会議室を使用する場 合に おい て、 次の 各号のいずれかに該当 する とき の利 用  

料金の額は、この表 に規 定す る額 にそ れぞれ当該各号に定め る率 を乗 じて 得  

た額とする。  

別表（第９条関係）  

(1) 多機能ホール、 視聴 覚ホ ール 、多 目的 稽
けい

古場、 スタ ジオ 、工房、ギャラリー及  

び会議室の利用料金  

施設の名称 利用 料金  

使用

時間

午前  

（午前

10時か

ら午後

０時 30

分まで）

午後  

（午 前１

時 30分か

ら午 後５

時ま で）  

夜間  

（午後

６時か

ら午後

10時ま

で）  

午前・午 後

（午前 10

時から午

後５時ま

で）  

午後・夜間

（午 後１

時 30分か

ら午 後 10

時ま で）  

終日  

（午前 10

時から午

後 10時ま

で）  使用  

区分  

多機能ホー

ル  

［略 ］  ［略］  ［略 ］  ［略］  ［略 ］  ［略 ］  ［略］  

視聴覚ホ

ール  
平日  5,000円 6,000円 7,000円 10,000円 12,000円 16,000円  

土曜 日、 日

曜日 及び 休

日  

6,000円 7,000円 8,000円 12,000円 14,000円 18,000円  

多目

的 稽
けい

古場  

［略］ ［略］  ［略 ］  ［略］  ［略 ］  ［略］  ［略 ］  

［略 ］   ［略］  ［略 ］  ［略］  ［略 ］  ［略］  ［略 ］  

工房  １   1,100円 1,600円 1,800円 2,400円 3,000円 3,800円  

２  シル クス ク

リー ン印 刷

機（ セミ オ

ート 式） を

使用 する と

き。  

1,800円 2,600円 2,900円 4,000円 4,900円 6,200円  

シル クス ク

リー ン印 刷

機（ 手刷 り

式） を使 用

する とき 。  

900円 1,300円 1,400円 2,000円 2,400円 3,100円  

ギャラリ

ー  

全面  １日につき 4,500円  

半面  １日につき 2,250円  

［略 ］   ［略 ］  ［略］  ［略 ］  ［略 ］  ［略］  ［略 ］  

備考  

１  使用 者が 多機 能ホール、視聴覚ホー ル、 多目 的稽
けい

古場、ス タジ オ、 工房 、  

ギャラリー又は会議 室を 使用 する 場合 において、次の各号の いず れか に該 当  

するときの利用料金 の額 は、 この 表に 規定する額にそれぞれ 当該 各号 に定 め  

る率を乗じて得た額 とす る。  
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(1) 入場 者か ら 3,500円を超える入場料、受講料その他の対 価を 収受 する と  

き。  200パー セン ト  

    (2) 営利を目的として使用する とき （自 ら制 作し た作品を販売する場合 で市

長が 特に 認め るも のを除く。）。  500パーセント  

２  使用者が多目的 稽古 場を 使用 する 場合において、次の 各号のいずれかに該  

当するときの利用料 金の 額は 、こ の表 に規定する額にそれぞ れ当 該各 号に 定  

める率を乗じて得た 額と する 。  

(1)、 (2) ［略］  

３  使用者が 多機 能ホールを使用する場 合に おい て、 練習 、準備、撤去等のた  

めに使用するときの 利用 料金 の額 は、 この表に規定する額に 50パ ーセ ント を  

乗じて得た額とする 。  

４  使用者が 多機 能ホールを使用する場 合に おい て、 許可 された使用時間以外  

の時間を使用した場 合の 超過 利用 料金 の額は、 30分につき 4,300円 とす る。  

この場合において、 30分未満の端数は、 30分 とし て計 算す る。  

 

  

５  ［略］  

(2) ［略 ］  

(1) 入場 者か ら 2,500円以 上の 入場 料、 受講 料そ の他 の対 価を収受するとき。 

200パーセント  

    (2) 営利 を目的として使用する とき 。  500パーセント  

 

２  使用 者が 多機 能ホール、視聴覚ホー ル又 は多 目的 稽
けい

古場を 使用 する 場合 に  

おいて、次の各号の いず れか に該 当す るときの利用料金の額 は、 この 表に 規  

定する額にそれぞれ 当該 各号 に定 める 率を乗じて得た額とす る。  

(1)、 (2) ［略］  

 

 

 

３  許可 され た使 用時間以外の時間を使 用し た場 合の 超過 利用料金の額は、 30 

分につき、次の各号 に掲 げる 施設 の区 分に応じそれぞれ当該 各号 に定 める 額  

とする。この場合に おい て、 30分 未満 の端数は、 30分として 計算 する 。  

(1) 多機 能ホ ール  4,300円  

(2) 視聴 覚ホ ール  1,800円  

   ４  ［略］  

(2) ［略 ］  
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附 則  

（施行期日） 

１  この条例は、令和５年４月１日から施行する。  

（準備行為） 

２  この条例による改正後の新開地アートひろば条例（以下「新条例」という。）

を施行するために必要な新開地アートひろばに係る新条例第５条第１項の許可、

新条例第９条第１項の利用料金の収受その他必要な行為は、この条例の施行の

日前においても、新条例の規定の例によりすることができる。 

 

理     由  

神戸アートビレッジセンターの機能を変更する等に当たり、条例を改正する必

要があるため。 
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